
　平成27年度「子育て世帯臨時特例給付金」について、6月1日（月）から申請受付を開始します。
給付金を受け取るには、申請手続きが必要です。

　消費税率引上げの影響などを踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として実施します。

１．給付の目的

受付期間及び時間

対象者

申請に必要なもの

受付期間及び時間

注意

７．ご注意

２．支給要件及び支給額

３．給付金申請書の発送について ４．支給申請の手続きについて

５．申請方法 ６．申請期間及び受付時間　
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「子育て世帯臨時特例給付金」に関するお知らせ
◆ 問い合わせ ◆  ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）　　893－3818、　893－3810

　現在、児童手当・特例給付を受給している方は毎年６月中に、現況届を提出する必要があります。
　現在受給している方で現況届の提出が必要な方には、６月上旬に文書を送付する予定ですので、必
要書類をご持参の上、手続きをお願いします。この届が提出されない場合、６月以降の手当の支給が
受けられなくなりますのでご注意ください。
　なお、児童手当の現況届は、「子育て世帯臨時特例給付金」の申請書と一緒に郵送します。

　

受付期間　6月1日（月）～30日（火）
受付時間　8：30～17：15（ただし、土、日曜日を除く。）

児童手当・特例給付現況届の提出について
◆ 申請・問い合わせ ◆  町民課 　893－1117　吾北総合支所住民福祉課 　867－2300

 本川総合支所住民福祉課 　869－2112

　毎年6月はひとり親家庭医療費受給者証の更新時期です。現在お持ちの受給者証は、有効期限が6
月末日となっていますので、更新の手続きを行ってください。また、昨年度交付却下となった方も、
平成27年度の世帯の所得状況により対象者となる場合は、申請をしてください。

　18歳に達する日以後最初の3月31日までの子どもがおり、ひとり親世帯又はそれに準ずると認めら
れる世帯で、平成27年度（平成26年分）に所得税が課税されていない方（ただし、年少扶養控除及
び特定扶養控除の上乗せ分が廃止となり所得税の課税者となった方で、年少扶養控除及び特定扶養控
除の上乗せ分が廃止とならないとして計算した場合、所得税が課税されない方は対象者となります。）

・印鑑（認め印可）
・保護者と子ども全員の健康保険被保険者証　
・所得課税証明書（平成27年1月2日以降に転入された方のみ）

受付期間　6月1日（月）～30日（火）
受付時間　8：30～17：15（ただし、土、日曜日を除く。）

　受給者証の有効期限は、申請月の翌月から開始されますので、６月中に
申請がない場合、７月からの対象となりませんので、十分ご注意ください。

ひとり親家庭医療費受給者証の更新・申請について
◆ 申請・問い合わせ ◆  町民課 　893－1117　吾北総合支所住民福祉課 　867－2300

 本川総合支所住民福祉課 　869－2112

【支給対象者】　平成27年6月分の児童手当を受給される方が対象です。
※支給対象者は基準日（平成27年5月31日）にいの町に住民票がある方です。
※ただし、特例給付（児童手当の所得制限額以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を支給してい
るもの）を受給される方は、対象となりません。
【対 象 児 童】　支給対象者の平成27年6月分の児童手当の対象となる児童
【支　給　額】　対象児童１人につき3,000円

・申請期間などは、各市町村により異なります。いの町以外が申請先となる方は、事前にその市町村
に問い合わせるか、ホームページなどで確認するようにしてください。
・平成27年度は、「子育て世帯臨時特例給付金」と「臨時福祉給付金」の両方を受け取ることがで
きます。その場合、両方の給付金について、それぞれ申請が必要となります。
・「臨時福祉給付金」については、9月から受付開始予定です。詳細については、決まり次第広報い
のへ掲載します。

　支給対象となる可能性がある方には、6月上
旬に児童手当の現況届と一緒に申請書などを郵
送する予定です。
（※申請書が届いても審査の結果、給付金の対
象とならない場合があります。）
　公務員の方で、子育て世帯臨時特例給付金の
支給対象となる可能性がある方は、勤務先から
申請書などの配布があります。

　送付された申請書に必要事項を記入・押印の
上、必要書類を添付して申請してください。
　記入方法や必要書類については、申請書に送
付時に同封する記入要領を参考にしてください。
　申請内容を審査後、支給対象となった方には
「支給決定通知書」を、対象とならなかった方
には「不支給決定通知書」を郵送します。
　給付金の支給は10月から順次行います。

【郵送申請】申請書送付時に同封する返信用封筒
で申請書・必要書類などを郵送してください。
【窓口申請】
・本庁２階給付金受付窓口
　　※９月以降は「臨時福祉給付金」申請受付

に併せて、変更となる場合があります。
・ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）
・吾北総合支所住民福祉課
・本川総合支所住民福祉課

申請期間：6月1日（月）～11月30日（月）　
受付時間：平日の8：30～17：15
※原則として、申請期間外の申請は受け付けら
れませんのでご注意ください。


